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案
第
十
二
号

(

二

三
朝
町
身
体
藤
等
者
医
療
費
助
成
案
扇
の
琴
定
に
つ
･
S
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
身
体
障
害
者
医
僚
替
助
成
条
例
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
.
爵
六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
7
一
項
の
規
定
に
ょ
少
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
O

昭
和
五
十
七
年
三
月
十
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

葡

　

　

成

三
朝
町
親
金
蔵
華
名
鑑
典
由

娼
和
五
拍
墓
参
角
廿
日
感
奮
可
東
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三
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町
条
例
帯

J

t
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毛

､
号

r

　

ノ

　

･

一

･

＼

妄

三
朝
町
身
体
障
害
者
医
療
督
助
成
条
例

(

日

　

的

)

､

第
7
条
　
こ
の
条
例
は
'
身
体
障
害
者
の
医
療
喪
を
助
成
す
る
こ
と
に
A
j
ゎ
､
こ
れ
ら
の
者
の
健
康
の
保

持
及
び
生
活
の
安
定
を
図
り
､
も
っ
て
そ
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
葱
召
的
と
す
る
｡

.
(
定
　
義
)

第
二
条
　
こ
の
条
例
に
お
S
て
｢
医
凍
曹
受
給
者
｣
と
は
､
町
円
に
住
所
を
有
す
る
者
で
身
体
桓
害
者
福

祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
　
第
十
五
発
奮
凶
項
の
規
定
把
よ
り
､
交
付
を
受
け
た

身
体
障
害
者
手
帳
に
身
体
上
の
障
害
の
程
度
が
三
級
又
は
如
級
と
し
て
野
戦
さ
れ
て
S
る
者
の
う
ち
､

本
人
文
は
扶
蓉
義
務
者
の
前
年
の
所
碑
に
対
し
て
所
得
税
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
撃
二
十
三
号
)
の
規

定
に
法
る
所
得
税
の
納
税
義
務
を
有
し
な
い
者
を
S
う
.
た
だ
し
､
生
活
保
-
秘
法
(
晦
和
二
十
五
年
法
/

律
第
百
四
十
四
号
)
紘
よ
る
保
轟
を
受
け
て
S
る
者
､
老
人
福
祉
法
(
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
育
三
十

I

三
号
)
窮
十
条
の
二
の
規
定
に
ょ
る
老
人
医
原
資
の
支
給
を
受
け
る
者
及
び
三
朝
町
幕
別
医
輝
費
助
成

条
例
(
昭
和
四
十
八
年
条
例
聖
二
十
四
号
)
窮
二
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
少
助
成
を
受
け
る
者
を
除
く
｡



2
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
｢
社
会
保
険
.
暑
法
｣
と
は
､
`
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く

命
令
を
S
う
｡

1
　
健
康
保
険
法
　
(
大
正
十
丁
年
法
俸
串
七
十
号
)

二

　

日

寝

労

働

者

悔

療

保

険

法

(

昭

和

二

十

八

年

法

律

第

二

百

七

号

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

三
　
国
民
僚
赤
裸
除
法
　
(
晦
都
三
十
三
年
法
律
窮
首
九
十
二
号
)

､

r

-

四
　
船
員
保
険
法
L
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
)

五
　
国
家
哀
務
負
共
済
組
合
婆
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
)

I

六
　
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
1
年
法
律
第
育
三
十
四
号
)
､

＼

七
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
(
昭
和
三
十
七
年
鋲
律
第
育
五
十
二
号
)

八
　
∵
私
立
学
校
教
磯
農
共
済
組
合
法
　
(
哨
和
二
十
八
年
法
律
帝
二
百
四
十
五
号
)
I

(
助
　
成
)

第
三
条
　
町
長
は
､
寮
二
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
者
が
夜
着
又
は
医
療
を
受
け
女
と
き
は
､
当
該
療
蕃

又
は
医
壕
に
賓
す
る
費
用
の
う
ち
社
会
保
険
各
括
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
庭
よ
町
被
保
険
者
が
負
捜
す

I

る
こ
せ
と
な
る
医
療
費
(
社
会
保
険
各
法
に
規
準
す
る
附
加
給
付
金
が
あ
る
と
鳶
は
当
該
締
付
金
め
額

I

に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
観
)
　
の
二
分
の
一
の
敏
を
助
躍
す
る
｡
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r
1
　
こ
の
条
例
に
ょ
つ
て
助
-
成
を
受
け
も
期
間
誓
第
二
条
に
該
当
し
た
日
の
属
す
各
月
の
登
月
に
始
ま
り
'

該
当
し
浸
く
患
っ
た
日
の
翌
日
を
も
っ
て
終
る
｡

(
助
成
方
法
)

メ

弟
四
条
　
医
療
費
の
助
成
は
､
襟
奉
又
は
医
療
を
受
け
た
病
院
,
医
院
若
し
-
は
診
療
所
等
の
発
行
す
る
被

保
険
者
等
の
支
払
っ
た
医
療
費
の
税
収
書
に
基
づ
1
て
､
被
保
険
者
等
に
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
｡

(
医
療
費
の
請
求
)

ノ

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
者
は
､
医
横
蛍
請
求
書
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
傍

収
書
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
凍
出
し
を
け
れ
ば
な
ら
な
S
.

(
損
害
階
領
と
の
調
整
)

第
六
条
　
町
長
は
､
医
原
資
の
受
給
者
が
疾
病
又
は
負
傷
に
牌
し
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
'
そ
の
価
格

の
隈
盤
灯
か
S
て
､
医
凍
碧
の
全
部
若
し
-
竺
部
を
支
給
せ
ず
､
又
は
す
で
咋
支
給
し
た
医
凍
費
の
敬

に
相
当
す
る
金
額
を
返
遺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
.

(
医
療
費
の
返
糞
)
,

第
七
条
　
町
長
は
､
偽
少
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
医
療
費
の
助
成
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
湾
は
､
そ



-t=i号=

＼一一

■
の
者
か
ら
す
で
に
助
成
し
た
医
寮
費
の
全
部
を
速
達
さ
せ
夜
け
れ
ば
な
ら
夜
S
0

(
規
則
へ
の
委
任
)

第
八
条
　
こ
J
Q
条
例
の
施
行
に
繭
し
必
賓
を
事
項
は
､
規
則
で
定
め
る
.

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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